
 

 

【普通徴収切替理由書の記載要領】 

  

提出が必要なケース 

・特別徴収が原則となりますが、市民税・県民税を普通徴収として個人での  

納付を希望する場合に給与支払報告書と合わせて提出してください。 

※普通徴収切替理由書の切替事由に該当しない場合は、普通徴収ではなく 

特別徴収（給与天引き）となります。 

  

注  意 

・普通徴収への切替事由に該当していても、普通徴収切替理由書の添付が無い

場合は、特別徴収として処理されてしまうのでご注意ください。 

 

 作成方法 

①左欄、普通徴収切替理由書を切り取って使用してください。 

②市区町村名、指定番号、事業者名を記載してください。 

 ※新規で指定番号が付番されていない場合は、空欄で結構です。 

③該当する事由の人数欄に人数を記載してください。 

（普Ａの例） 

・総従業員数５人 千葉市在住１人 市外４人 のケース 

   市外のうち３人が退職した場合は、総従業員が２人になり、普Ａに該当

することから、普通徴収に切り替えることができます。 

   切り替える対象者は、千葉市では１人のため、人数欄に１人と記載して 

ください。 

④別紙「≪給与支払報告書を提出する際のお願い≫_３ 提出方法_●綴り方」の

とおり、給与支払報告書（総括表）及び給与支払報告書（個人別明細書）と

併せてご提出ください。 

 

そ の 他 

① 給与支払報告書（個人別明細書）の摘要欄に、必ず切替理由の符号（普Ａ

～Ｆ）を記載してください。記載が無いと特別徴収となります。 

②eLTAX又は光ディスク等で給与支払報告書を提出するときは、普通徴収切替理

由書の提出は不要です。 
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